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水産林務部総務課長  

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の 

対応について 

 このことについて、令和２年５月 25日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言が解除されたことに伴い、別紙のとおり国土交通省土地・建設産業局建設業

課長から通知がありました。 

北海道においては、解除後の取り組みとして従来の行動スタイルを変容し、感染拡大を予

防する「新しい生活様式」の実践に取り組む「新北海道スタイル」を社会全体に定着させて

いく必要があります。 

そのため、水産林務部発注の工事等の対応につきましても、この定着に取り組むため、次

の事項について対応をお願いいたします。 

なお、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、「新型コロナウイル

ス感染症に係る工事等の対応について」（令和２年５月 19 日付け水産林務部総務課長事務

連絡（令和２年６月 11日更新））等の通知により、引き続き、適切な対応をお願いいたしま

す。 

また、受注者（受託者）に対しては、今後の契約時において周知文書（令和２年４月 14

日付け水林総第 103号通知）のほか、国の示した「建設業における新型コロナウイルス感染

予防対策ガイドライン」を併せて配布していただき、感染予防の対応について周知をお願い

いたします。 

 

記 

１ 受注者等に対し、国の示した「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイド

ライン」の周知を図り、施工等に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じられ

るよう、指導すること。 

 

  

（管理係） 






